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第１ 令別表第１に掲げる防火対象物の取扱い 
 

 

８ 一般住宅（個人の住居の用に供されるもので寄宿舎、下宿及び共同住宅以外のものをいう。以下同 

じ。）の用途に供される部分が存する防火対象物については、次により取り扱うものであること。 

 

エ 政令別表対象物の用途に供される部分の床面積の合計と一般住宅の用途に供される部分の床面積

の合計が、それぞれ当該防火対象物の延べ面積の45％から55％までの範囲にあるとき（アに規定す

るときを除く。）は、当該防火対象物は政令別表対象物と一般住宅の複合用途防火対象物に該当す

るものであること。 

 

第１－４表（一部抜粋） 

参 考 図 用途判定 

エ 

 
一般住宅 

  
 

 

 
令別表対象物 

複合用途防火対象物 

(注)令別表対象物と一般住宅の 

複合用途防火対象物 

 

 

 

13 仮設建築物 

仮設建築物は、それぞれの用途別の項に含まれるものであること。 

なお、仮設校舎の屋内消火栓設備については、代替えとして大型消火器を歩行距離が３０ｍ以下とな 

るように設置することで、令第３２条特例適用とすることができる。 
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テ
ー
ブ
ル
席 

第２ 収容人員の算定 
 

２ 共通的取扱い 

 

⑶ 「固定式のいす席」とは、個々の椅子が一定の位置に固定される構造のものをいい、ロビー等に置

かれるソファー、掘りごたつ等常時同一場所に置かれ、かつ、容易に移動することができないものを

含むものであること。ただし、いす席等の配席が決定している場合は、「常時同一の場所において固

定的に使用するいす席」としてみなす。 

 

３ 令別表第１の各項ごとの取扱い 

 

（飲食店の算定方法例）その１ 

収納 

座敷１ 

下駄箱 下駄箱 

通路 

下
駄
箱 

 

 
座敷２  

 厨房 
 

下  
駄
箱 

 
○従業者の数：4人 

○その他の部分 

・テーブル席：いす席8席→8人 

・座敷１：32席→32人 

・座敷２：11㎡÷3㎡≒3.6→3人 

階収容人員：47人 

  

テーブル席 
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通路 

通路 
 

通路 
 

更衣室 事務室 厨房 

 

（飲食店の算定方法例）その２ 
 

    19.0ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○従業者の数：６人 

○飲食の用に供する部分 

固定式の椅子席（長椅子） 

・19.0ｍ÷0.5ｍ＝38→38人 

・8.5ｍ÷0.5ｍ＝17→17人 

・5.5ｍ÷0.5ｍ＝11→11人×６＝66人 

その他の部分 

・84席→84人 

 

階収容人員：211人 

 

（飲食店の算定方法例）その３ 

 

 

○従業者の数：３人 

○飲食の用に供する部分（固定式の椅子席）：32席→32人

階収容人員：35人 

 

 
 

5
.5
ｍ
 

5
.5
ｍ
 

5
.5
ｍ
 

8
.5
ｍ
 

通路 

事務室 

倉庫 

通
路 

厨房 

通路 固定式の椅子席 
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（飲食店の算定方法例）その４ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○従業者の数：3人 

○飲食の用に供する部分（その他の部分）： 32席→32人 

階収容人員：35人 

 

 ⑷ 令別表第１⑸項イに掲げる防火対象物 

 

（４Ｆ平面図） 

 

宿
泊
者 
・
従
業
者
の
み
が
利
用 

 

 
 

 

① 法第８条の適用に係る収容人員：150人 

② ４階宴会場を「集会、飲食又は休憩の用に供する部分」で算定した数に、①で求められた

収容人員を合算した数により、令第24条の規定を適用する。 

③ ４階宴会場を「集会、飲食又は休憩の用に供する部分」で算定した数により、令第25条の

規定を適用する。 
 

第２－６図 

 

 

 

 

廊下 

宴会場
所 

ＥＶ 

４Ｆ（宴会場） 

３Ｆ（宿泊室） 

収容人員 50 人 

２Ｆ（宿泊室） 

収容人員 50 人 

１Ｆ（宿泊室） 

収容人員 50 人 

4.0ｍ  

 

 

事務室 

倉庫 

 

厨房 

移動式の椅子席 
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4.7ｍ 4.7ｍ 

風
除
室 

通路 パ
ン
ト
リ
ー 

便所 
厨
房 ロビー 

6.4ｍ 

便所 EV 

更
衣
室 

倉庫 
事務室 

機械室 倉庫 

（ホテルの算定方法例） 

 

（１階）      11.5ｍ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○従業者の数：6人 
 

○飲食の用に供する部分 

固定式の椅子席（長椅子） 

・11.5ｍ÷0.5ｍ＝23→23人 

・6.4ｍ÷0.5ｍ＝12.8→12人 
・4.7ｍ÷0.5ｍ＝9.4→9人×4＝36人 
その他の部分     

・46席→46人 

 

１階 階収容人員：123人 

（２階） 

○従業者の数：3人 

 

○洋式の宿泊室 

ベッドの数：17→17人 

 

２階  階収容人員：20人 

 

 

リ
ネ
ン
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事務室 
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ロビー 

EV 

便所 
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（３階～７階）  

○従業者の数：0人 

 

○洋式の宿泊室 

ベッドの数：21→21人 

 

3～7階収容人員： 

21人×5＝105人 

棟収容人員：248人 

 

 
 

第２－７図 
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第４ 無窓階の取扱い 
 

２  開口部の位置 

⑵ 次に掲げる場所は、規則第５条の５第２項第２号の「通路その他の空地」として取り扱うことがで

きる。 

 

ウ 道に通じる幅員１ｍ以上の通路にある塀、駐輪場その他の工作物で、避難及び消火に支障がない

もの（第４－６図参照）。 

隣地境界線 
避難及び消火活動

に支障がないもの 
1ｍ以上 

1ｍ以上 

門扉 

道  路 

75ｃｍ以上 

隣地境界線 避難及び消火活動

に支障がないもの 

1ｍ以上 

1m以上 

駐輪場 

    

道  路 

   ：有効開口部 

第４－６図 

  

２Ｆ 

１Ｆ 

 

 

防火対象物   

 

駐輪場 ２Ｆ 

１Ｆ 

 

 

防火対象物 

1ｍ以上 

避難及び消火活動

に支障がないもの 
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エ 平面駐車場で、避難及び消火活動に支障がないもの（第４－７図参照） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４－７図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開口部から１ｍ以上
の空地があり、避難
上支障がない。 
＝窓から車両止めま
で1.5ｍ以上  
 ✖ ✖ 

✖ ：有効開口部として 

認めらない 

○ 

駐車場 

（屋根なし） 

道 路 
：有効開口部 

防火対象物 
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第４章 消防用設備等の技術基準 
 

第１ 消火器具 
 

６ 付加設置 

 ⑵ 火気を使用する場所 

  エ 「東三河地区消防本部共通消防用設備等の技術基準に関する行政指導指針」の記載のとおり。 

     

  

 

第２ 屋内消火栓設備 
 

３の２ 加圧送水装置（高架水槽方式を用いるもの） 

 ⑵ 機器は、規則第12条第１項第７号イ（ロ）の規定によるほか、次によること。 

  イ 貯水槽の材質は、耐火性能を有し、かつ、有効な防食処理を施した鋼板製又はステンレス鋼製で

あること。 

  

    

14 屋内消火栓設備の設置を省略することができる場合の要件 

特に規定なし。 

 

 

 

第３の５ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 
 

１ 主な構成 

 ⑵ 受水槽式（直結・受水槽補助水槽併用式）のものを設置すること。 

 

２ 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いるポンプを用いる加圧送水装置 

⑵ 設置場所は、令第12条第２項第６号の規定による。加圧送水装置に設ける補助水槽の材質は、耐火

性能を有し、かつ、有効な防食処理を施した鋼板製又はステンレス鋼製であること。 
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第８ 屋外消火栓設備 
 

７ 屋外消火栓の設置位置 

⑵ 令第11条第４項に規定する「当該設備の有効範囲内の部分」とは、屋外消火栓設備にあっては、ホ

ース接続口からの水平距離が40ｍの範囲内で、かつ、当該範囲内に消防用ホースを延長することがで

き、有効に放水できる部分をいい、この場合の放水距離はおおむね15ｍとし、設置する消防用ホース

の本数は、屋外消火栓設備の警戒範囲の歩行距離を考慮して最大３本までとすること。（第８－７－

１図参照） 

なお、この場合における摩擦損失計算は、増設ホースを加算して計算すること。 

したがって、「有効範囲内の部分」以外の部分については、当該部分に屋内消火栓設備（１号消火

栓又は易操作性１号消火栓に限る。）の設置が必要であること。（第８－７－１図、第８－７－２図

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２階）       屋外消火栓 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第８－７－１図 

２ 

２ 

１ 消防用ホースの長さ（L ） 

放水距離（L ） 

水平距離 

水平距離 

放水距離（L ） 

消防用ホースの長さ（L ） １ 

令第11条第４項に規定する「当該設備の有効範囲内の部分」とは、 

Ｌ１＋Ｌ２以下、かつ、ホース接続口からの水平距離が40ｍ以下の範囲をいう。 

（１階） 屋外消火栓 

２階へホース延長 

２階へホース延長 
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第８－７－２図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平距離 

消防用ホースの長さ（L1） 

放水距離（L2） 

25ｍ 25ｍ 

建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が40ｍ以下であっても、 

当該有効範囲内に消防用ホースを延長することができず、有効に消火することができない部分

が存する場合は、屋内消火栓設備を設置する必要がある。 

 

 

屋外消火栓 

屋内消火栓 
第4章 第2 
第2-5表 
消防用ホース
の長さ＋放水
距離 

消防用 

ホース 

の長さ 

放水距離 
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第４章 消防用設備等の技術基準 
 

第１０ 自動火災報知設備 
 

５ 感知器 

⑴ 感知器は、規則第23条第４項から第７項までの規定によるほか、次により、設置場所の環境状態に 

適応するものを選択すること。 

なお、熱感知器で、粉じん、腐食性ガス等の発生するおそれのある場所に設けるものにあっては耐 

酸型又は耐アルカリ型の感知器と、可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものに

あっては防爆型の感知器と、水蒸気が著しく発生するおそれのある場所に設けるものにあっては防水

型の感知器とすること。 

  ウ 多信号感知器又は複合式感知器以外の感知器にあっては、次によること。 

(ア) 次に掲げる防火対象物の就寝施設として用いる居室は、規則第23条第５項第６号の規定に    

  かかわらず、煙感知器を設けること。（第10－15図参照） 

ａ 令別表第１⑹項ロに掲げる防火対象物 

ｂ 令別表第１⑹項ハ（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。）に掲げる防火対象 

物 

ｃ 令別表第１⒃項イ（前ａからｂまでに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するも

のに限る。）に掲げる防火対象物 

 

（例１）令別表第１⑹項ハに掲げる防火対象物（無窓階以外の階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10－15図 

※ △…適した感知器を設置すること。 

 

15 建造物に対する運用 

 ⑸ 架台等における設備については、架台等を階ととらえないと判断された場合は、総合盤を設置し 

ないことができる。 

 

 

 

 

 

居室 居室 
廊下 

倉庫 汚物処理室 

居室 
就寝施設として用いる居室は、 
煙感知器を設置する。 

倉庫 
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第１４ 非常警報設備 
 

1 非常ベル、自動式サイレン 

 ⑾ 公民館及び集会所について、次による場合は、収容人員の算定を消防法施行令別表第一第１項によ 

り算定し、非常警報設備の算定は、令３２条を適用して、消防法施行令別表第一第１５項の設置基準 

で取扱うことができるものとする。 

  ア 市又は地区町内会が所有管理する集会所等であること。 

イ 当該町内会住民のみの利用に限定されて不特定の者の利用に貸出しされないこと。 

ウ ２以上の階を有しないこと。 

 

  ※ 消火器以外の消防用設備等も上記のとおり取扱うことができるものとする。   

 

 

第１５ 避難設備 
 

３ 避難器具の設置 

⑸ 病院、幼稚園、保育園、社会福祉施設その他避難が困難な者が利用する防火対象物に設置する避難

器具は、努めて滑り台とすること。 

ただし、避難が困難な者の状況に応じて、救助袋とすることができる。 

 

５ 避難器具の設置方法等 

⑷ 避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしご 

エ はしごつり元側については、屋外側（外向き降下）とすること。 

 

 

 

第１６ 誘導灯 
 

10 無窓階における誘導灯の設置免除の特例について 

特に規定なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


